
- 1 - 

 

 

ECC 日本語学院新宿校 

自己点検及び評価の内容報告書 

 

2021 年 3月 31 日 

ECC 日本語学院新宿校 

自己評価委員会 

 

 

1. 実施時期・方法・実施体制 

 

（1） 実施時期 

年に 2度、9 月と 3月に実施予定。 

 

（2） 実施方法 

株式会社 ECC の役員等からなる ECC 日本語学院新宿校自己評価委員会を代表して校長が実施、結果を

設置代表者及び経営担当役員への報告、承認後、学院のホームページを通じて公表する。 

 

（3） 実施体制 

教務主任、事務職員代表者による点検実施後、校長が再度点検し、最終判断をする。速やかに設置代

表者及び経営担当役員へ報告する。 
 

 

2. 評価項目 

 

(1) 教育理念・目標 

評価項目 
適切…4､ほぼ適切…3、 

やや不適切…2､不適切…1 

１ 学校の理念・教育目標は定められているか ④ ３ ２ １ 

２ 本年度の教育目標・計画は定められているか ④ ３ ２ １ 

３ 学校の理念・教育目標は教職員に周知されているか ④ ３ ２ １ 

４ 学校の理念・教育目標について、入学を検討している学生・保護者、留

学仲介業者に告知する努力をしているか 
④ ３ ２ １ 

 

・教育理念・目標周知徹底について 
従前どおり、学生・教職員に対しては、総合教育機関 ECC の建学の理念・社是・経営理念について、新年度

の開始前に行われる全体ミーティングおよび、教員に対して行われる説明会において周知徹底している。 

学校の教育方針・指導方針は、教職員に対して年度初めに周知徹底し、学生・保護者に対しては、学生募集

のオンライン説明会の段階から告知・説明を行い、入学前に面接、リモート面接を通じて個別で説明を行っ

ている。 

 

(2)学校組織 

評価項目 
適切…4､ほぼ適切…3、 

やや不適切…2､不適切…1 

５ 設置者・設置代表者・経営担当役員の適合性 ○4  ３ ２ １ 

６ 組織が適切に運営されているか ○4  ３ ２ １ 

７ 校長・教務主任の適合性はあるか ○4  ３ ２ １ 

８ 校長・教務主任・専任教員・非常勤教員の職務内容と責任基準は明確か ○4  ３ ２ １ 

９ 教育目標達成のための知識と能力があるか ○4  ３ ２ １ 

１０ 生活指導担当者の職務内容と責任基準は明確か ○4  ３ ２ １ 

１１ 入管事務担当者の職務内容と責任基準 ○4  ３ ２ １ 

１２ 取次申請者の配置 ○4  ３ ２ １ 
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１３ 教員の採用条件と雇用条件が明確である ○4  ３ ２ １ 

１４ 職員の採用条件と雇用条件が明確である ○4  ３ ２ １ 

１５ 教員の研修が行われている ○4  ３ ２ １ 

１６ 職員の研修が行われている ○4  ３ ２ １ 

 

・学校組織について 

告示校の条件に合う校長・生活指導担当者・入管事務担当者・教務主任・専任教員・非常勤教員を配置して

いる。職員の研修については、株式会社 ECC の社員としての研修を行い、教員については、教務研修担当

が、授業オブザーブを実施、当校の学習者中心の授業方針に沿った支援を行い、教員の授業の質を維持して

いる。また、外部主催のオンライン研修等にも積極的な参加を促している。 

 

(3)教育活動 

評価項目 
適切…4､ほぼ適切…3、 

やや不適切…2､不適切…1 

１７  教育理念等に沿った教育課程の編成・実施方針等が策定されているか ○4  ３ ２ １ 

１８  修業年限に対応した教育到達レベルや学習時間の確保は明確にされているか ○4  ３ ２ １ 

１９  学科等のカリキュラムは体系的に編成されているか ○4  ３ ２ １ 

２０  授業評価の実施・評価体制はあるか ○4  ３ ２ １ 

２１  成績評価･単位認定、進級・修了判定の基準は明確になっているか ○4  ３ ２ １ 

２２  進学に対する指導体制はあるか ○4  ３ ２ １ 

２３  告示校条件を満たす教員数を確保しているか ○4  ３ ２ １ 

２４  告示校条件を満たす専任教員を確保しているか ○4  ３ ２ １ 

２５  適切なクラス編成を行っているか ○4  ３ ２ １ 

２６  教員に対して、指導に必要な情報を伝達しているか ○4  ３ ２ １ 

２７  修了証書授与の条件について、説明、明示されているか ○4  ３ ２ １ 

２８  授業にあたってはロールブックに出席状況、成績状況が記載されているか ○4  ３ ２ １ 

２９ 授業にあたって学生からの要望を聞く場を設けているか ○4  ３ ２ １ 

 

・教育活動について 

カリキュラムは、学習者中心の授業方針に従い体系的に組み立てられている。カリキュラムの体系を支える

各シラバスは、学習者が目的に到達できるよう綿密に編成されている。今期も前期同様、コロナ禍による一

部オンライン授業の開講にあたっては、オンライン形態に合った授業方法の検討を教員間で重ね、実施して

きた。教員採用時には、必要要件を備えた教員を採用するための面接、模擬授業、教案作成を課し、知識と

クラス運営力と情熱のある教員の採用に努めている。採用後は、授業を担当するまでの間、事前研修を実

施、授業担当開始後も、研修担当者が定期的に授業オブザーブをし、教員支援を引き続き行うとともに、全

教員を含めた定期研修も実施する予定である。学生からの授業評価・要望については、3 カ月に一度を目安

に行っている個別カウンセリングの他、日常的に学生の声を聞き、改善に努めている。 

 

(4)成果 

評価項目 
適切…4､ほぼ適切…3、 

やや不適切…2､不適切…1 

３０  日本語能力試験の合格率の向上を図り、その結果を把握しているか ④ ３ ２ １ 

３１ 進学希望者の全員進学を目指し、その結果を把握しているか ○4  ３ ２ １ 

３２ 日本留学試験の成績向上を図り、その結果を把握しているか ④ ３ ２ １ 

３３ その他学生が望む卒業後進路についてのサポート体制があるか ○4  ３ ２ １ 

 

・成果について 

2020 年 12 月の日本語能力試験は 7名が受験し、6名が合格した。いずれの受験者に対しても、準備学

習や模擬試験受験等による支援を行った。日本留学試験の受験希望者は今期はいなかった。その他、

進路に関する支援は担当教員を中心に適宜実施した。 
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(5)学生支援 

評価項目 
適切…4､ほぼ適切…3、 

やや不適切…2､不適切…1 

３４ 入学時に入国オリエンテーションを行い入管知識・日本の法律につい

て指導しているか 
○4  ３ ２ １ 

３５ 入学時に生活オリエンテーションを行い学生生活について指導をしているか ○4  ３ ２ １ 

３６ 進路・就職に関する担当者は決まっているか ○4  ３ ２ １ 

３７ 進学希望の学生に対して、進路決定までのながれについて説明がされているか ④ ３ ２ １ 

３８ 学生相談に関する体制は整備されているか ○4  ３ ２ １ 

３９ 学生の健康診断は定期的に行なっているか ○4  ３ ２ １ 

４０ 新入生に対しての住宅の提供は十分に行なわれているか ④ ３ ２ １ 

４１ アルバイトに関する指導及び支援を行っているか ○4  ３ ２ １ 

４２ 交通事故等での保険等の手続き支援を行っているか ○4  ３ ２ １ 

 

・学生支援について 
34、 35 入国オリエンテーション・入学オリエンテーションについて 

入学時に入国オリエンテーションと入学オリエンテーションを実施している。入国オリエンテーションは、

入国管理に関する知識を指導し、日本の法律のうち学生に直接関係あるものについて指導を行っている。入

学オリエンテーションは、遅刻・欠席の扱いなどの他、災害時の行動についても指導を行っている。コロナ

禍における感染防止対策や万が一感染した際の行動について、詳しく説明・指導している。 

36、37 進路・就職支援体制について 

学生の一人ひとりが希望する進学・就職が果たせるように組織的に支援している。 

39 健康診断の実施 

2020 年 10 月期は留学新入生がいなかったため実施していないが、今後も、入学後１か月以内に健康診断を

実施、さらにその１年後にも実施する。 

40 新入生に対しての住宅の提供は十分に行なわれているか 

現在のところ、当校には寮などはないが、希望者には住宅紹介業者を通じて住宅を紹介している。 

41 アルバイトに関する指導及び支援を行っているか 

学校に持ち込まれたアルバイト情報は校内に掲示している。アルバイトが決まった場合、学生にアルバイト

の勤務先名、勤務先責任者名、業務内容、勤務時間を申告させ、生活指導担当職員が把握している。 

 

（6）教育環境 

評価項目 
適切…4､ほぼ適切…3、 

やや不適切…2､不適切…1 

４３ 校舎校地は告示校の条件を満たしている ○4  ３ ２ １ 

４４ 教室は、学習に適した環境である ○4  ３ ２ １ 

４５ 自習室が備わっている ○4  ３ ２ １ 

４６ 学生用の図書が整備されている ○4  ３ ２ １ 

４７ 防災に対する体制は、整備されているか ○4  ３ ２ １ 

４８ 避難訓練は定期的に行われているか ④ ３ ２ １ 

４９ 学校近隣の避難所などの情報提供は行われているか ○4  ３ ２ １ 

 

・教育環境について 

43、44、45 校舎、教室、自習室 

各教室、自習室には学習者・教職員が自由に使用できる Wi-Fi を設置している。コロナ禍において学習環境

を清潔・安全に保つため、各教室、自習室には空気清浄機（兼加湿器）を設置しているほか、アルコール消

毒液の提供、定期的な換気や机、備品等の消毒も行っている。 

 

47、48、49 防災 

入学時のオリエンテーションで、地震他の災害時についての避難行動についての説明を行っている。学校近

隣の避難所への地図もオリエンテーションにて配布している。 
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(7)学生の受入れ募集 

評価項目 
適切…4､ほぼ適切…3、 

やや不適切…2､不適切…1 

５０ 理念・教育目標に沿った学生の受け入れ方針を決め、募集活動を行っ

ているか 
④ ３ ２ １ 

５１ 入学希望者に学校について、入学手続きについての情報が提供されて

いるか 
○4  ３ ２ １ 

５２ 入学選考料・入学金・学費についての金額、納付時期について説明が

されている 
○4  ３ ２ １ 

５３ 学費の返却規定が定められ、募集要項・ホームページ等に記載されている ○4  ３ ２ １ 

５４ 海外のエージェントの選択にあたっては慎重に行われているか ④ ３ ２ １ 

５５ 入学選考にあたっては、選考方法が定められているか ④ ３ ２ １ 

５６  提出された書類は慎重に審査を行っているか ○4  ３ ２ １ 

 

・学生の受け入れ募集について 

50～54 学生募集活動について 

学生募集広報活動において、ホームページ、パンフレットなどへの掲出内容や説明表現についてはその真実

性、明瞭性、 公平性、法令遵守等について、企画広報担当が常時配慮するとともに、入学希望者に十分な

判断材料を提供できるよう、学内でのチェック体制も整備している。応募者に対しては、全員に直接面接、

または、リモート面接を行い、学校についての情報を伝達するとともに日本語学習の準備状況を確認し、入

学までの学習についての指導を行っている。 

51 学納金について 

入学希望者や経費支弁者に対し、募集要項やその説明の機会を通じて学費や諸経費の説明を行っている。 

 

（8）入国・在留関係に関する指導及び支援 

評価項目 
適切…4､ほぼ適切…3、 

やや不適切…2､不適切…1 

５７ 入管業務担当者は、研修に出席すること等により新しい情報を取得し

ている 
④ ３ ２ １ 

５８ 入管法上の留意点について学生に指導している ④ ３ ２ １ 

５９ 在留に関する情報を学生に伝達している ④ ３ ２ １ 

６０ 新入生が速やかに入学後の在留カード登録を行なうように指導している ○4  ３ ２ １ 

６１ 新入生が速やかに健康保険に加入するように指導している ○4  ３ ２ １ 

６２ 帰国を控えた学生に帰国時の手続きについて指導をしている ④ ３ ２ １ 

６３ 不法在留者、資格活動違反者を発生させていない ○4  ３ ２ １ 

 

・入国・在留管理に関する指導及び支援について 
入国した学生には、入国オリエンテーションを行い、入管法上の手続きについて指導している。資格外活動

についての注意事項も周知徹底させている。ビザの更新時、日本語学習の修了時、大学等への進学時の手続

きについても、入管法に則った手続きに漏れが無いよう最大限の指導をしている。 

 

(9)財務 

評価項目 
適切…4､ほぼ適切…3、 

やや不適切…2､不適切…1 

６４ 中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか ４ ③ ２ １ 

６５ 予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか ４ ③ ２ １ 

６６ 財務について会計監査が適正に行われているか ○4  ３ ２ １ 

６７ 財務情報公開の体制整備はできているか ○4  ３ ２ １ 

 

・財務について 

新型コロナウイルス禍の中、中長期的に安定した経営基盤を構築するための努力と経費効率化を図ってはい

るが、海外からの留学生の受入れができない中、安定しているとは言い切れない状況にある。改善計画とし
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ては、グループ内の日本語学院と連携した日本語学院プロジェクトチームを４月から発足し、今後の方向性

と With コロナ After コロナに備えた施策を行っていく。 

 

(10)法令等の遵守 

評価項目 
適切…4､ほぼ適切…3、 

やや不適切…2､不適切…1 

６８ 関係法令等の遵守と適正な運営がなされているか ○4  ３ ２ １ 

６９ 個人情報に関し､その保護のための対策がとられているか ○4  ３ ２ １ 

７０ 自己評価の実施と問題点の改善を行っているか ○4  ３ ２ １ 

７１ 自己評価結果を公開しているか ○4  ３ ２ １ 

 

・法令等の遵守について 

ECC グループ全員が共有すべき普遍価値として「コンプライアンス・ガイドライン」が定められ、それらを

誠実に実行するための行動基準として「役員・従業員行動規範」が明文化されている。また、役員をメンバ

ーとする「コンプライアンス委員会」、「リスク管理委員会」、「情報セキュリティ委員会」も設置し、法

律の専門家を顧問として配置するなど、法令等を遵守する体制を構築している。個人情報の取り扱いについ

ては、「個人情報保護に関する基本方針」「情報セキュリティ規程」「個人情報管理規程」を策定し、情報

流出等を防止する厳重なセキュリティ対策を維持するとともに、個人情報取扱マニュアルをもとにした職員

への教育を継続的に実施している。 

 

(11)地域貢献・社会貢献 

評価項目 
適切…4､ほぼ適切…3、 

やや不適切…2､不適切…1 

７２ 日本語学院新宿校の資源・施設を利用した地域貢献・社会貢献を行っている ４ ③ ２ １ 

７３ 地域住民との交流を実施している ４ ③ ２ １ 

７４ 学生ボランティア活動を支援している ４ ③ ２ １ 

 

・地域貢献・社会貢献について 

2020 年 4 月開校以降、コロナ禍のため、地域住民との交流は未だ実施できていない。コロナ禍終息を待っ

て、近隣の町内会などとコンタクトを取り、交流の場を作っていく予定である。また、学生ボランティア活

動などについても、昨今の情勢下具体的にどのように取り組んでいけるか検討を重ねていく。 

 

 

3. 総括 

2021 年 3 月、告示校として開校後初めて入学した 2 名の学生が卒業した。両名が日本語能力試験に高得点

で合格し、入学時に目標とした日本語能力を身につけられたこと、また、コロナ禍の制約の中、日本の社

会・文化に接する機会を様々な手段で持てたことは、本人たちの努力とともに、当校による学生への支援が

実を結んだものである。今後も、教育の質、学生支援に不備のないよう、細心の注意を払って学校を運営し

ている。 

 

 

以上 
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